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平成１５年度教育行政調査（中間報告）について 
 

Ⅰ 調査の概要 

  教育行政調査は、都道府県及び市町村（特別区及び事務組合等を含む。）の教育委員会を対象とし

て、２年に１回、地方教育行政組織の状況等を調査するもの。調査時点は、平成１５年５月１日現在。 

 

 

Ⅱ 調査結果のポイント 

 １ 小規模市町村の教育委員会の割合は増加 

 市町村教育委員会の数  ： ３，１８１  （前回(13 年度)比：－３８） ※組合立を除く。 

 うち人口規模５千人未満 ：   ７１０  （前回比：＋１８） 

                ２２．３％ （前回比：＋０．８ポイント） 
 

 ２ 女性教育委員及び保護者の割合が増加（別紙） 

○ 女性教育委員（教育長を除く。以下同じ。）について、 

 市町村教育委員会 ：３，２５０人 （前回比：＋４０７人） 

            ２４．７％ （前回比：＋３．５ポイント） 

 都道府県教育委員会：   ７５人 （前回比：＋８人） 

            ３２．３％ （前回比：＋３．７ポイント） 

 

○ 教育委員への保護者の登用状況は、 

 市町村教育委員会 ：１，８１３人 （前回比：＋１９５人） 

            １３．８％ （前回比：＋１．７ポイント） 

 都道府県教育委員会：   ３４人 （前回比：＋１０人） 

            １４．７％ （前回比：＋４．４ポイント） 

 

 ３ 教育委員の平均年齢は低下 

 市町村教育委員会 ： ６１．９歳 （前回比：－０．１歳） 

 都道府県教育委員会： ６１．９歳 （前回比：－１．２歳） 

 

 ４ 教育長の平均年齢は上昇 

 市町村教育委員会 ： ６３．６歳 （前回比：＋０．４歳）（※平均在職年数：４．０年） 

 都道府県教育委員会： ５８．７歳 （前回比：＋０．６歳）（※平均在職年数：２．０年） 

 

 ５ 指導主事を配置する市町村教委が増加 

○ 指導主事等（※）を置く市町村教育委員会： ３４．４％ （前回比：＋１．６ポイント） 

※指導主事及び充て指導主事をいう。 

   指導主事   ：３，５３８人 （前回比：＋９４人） 

   充て指導主事 ：１，１６２人 （前回比：＋ ５人） 

 

○ 人口規模別の指導主事等の配置率について 

   ０～５千人未満の市町村における配置率： １２．１％（前回比：＋２．３ポイント） 

   ０～８千人未満の市町村における配置率： １４．７％（前回比：＋１．７ポイント） 
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（別紙） 

第１図 女性教育委員及び保護者の割合の推移 

 

（注）　教育委員への保護者の登用状況は，平成１３年度から調査。
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第２図 教育委員の平均年齢の推移 
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（参考）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成１４年１月、改正法施行） 

 第四条 

４ 地方公共団体の長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等

に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者（親権を行う者及び未成年

後見人をいう。）である者が含まれるように努めなければならない。 

 


